
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 美術品の物納                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：相続税の物納対象となる登録美術品の

取扱いが改正になったとか。どのようになっ

たのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

相続税の物納対象になる美術品は、令和２

年度の税制改正で、次のようになりました。 

①制作者が生存中の美術品のうち一定のもの

が相続税の物納対象となる登録美術品の範囲

に追加された。 

②一定の要件を満たす博物館に特定の美術品

を譲渡・寄付した場合の所得税等の特例措置

が創設された。 

これを受けて、登録美術品の登録基準など

が明らかにされました。 

【制作者が生存中である美術品について】 

制作者が生存中である美術品は、従来の要

件に加え、次の要件を満たす必要がある。 

①制作後、原則として10年を経過した作品 

②文化庁長官が定める美術館(※)が開催する

展覧会において複数回公開されたことがある

作品(※)1. 博物館法に規定する「登録博物館」

または「博物館相当施設」であること 

2. 登録を受けようとする美術品と同様の種

類の美術品を取り扱った経験及び知識を有す

る専任の学芸員又は専任の学芸員に相当する

職員が配置されていること 

3. 美術品を適切に保存及び公開するための

環境を有していること 

4. 登録を受けようとする美術品と同様の種

類の美術品を保存及び公開していること   
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